
様式第１号（第３条関係） 

４松(観国)第３９１号 

令和５年３月２４日 

 

（宛先）松山市監査委員 

 

松山市長 野 志 克 仁   

 

令和4年度 定期監査結果報告に基づく措置通知書 

令和5年3月22日付松監第57号の定期監査結果報告に基づき，又は当該監査の結果を参考とし

て講じた措置の状況について，地方自治法第199条第14項の規定等により通知します。 

所管部課等 産業経済部 観光・国際交流課 所管課等長氏名  森 本 智 恵 

措置の状況   ■措置を講じた  □措置を講じる予定  □措置を講じない 

指 摘 事 項 措 置 状 況 

１ 収入事務について 

（１） 観光総務使用料 

１）二之丸史跡庭園使用料 

・二之丸史跡庭園使用料徴収を私人に委託す

る場合の告示について 

二之丸史跡庭園の入園料・茶室等使用料は、

松山市城山公園及び公園内施設（松山城天守

閣・城山索道施設・松山城二之丸史跡庭園）等

指定管理者管理業務仕様書で、使用料等の徴収

が委託業務内容として定められている。歳入の

徴収事務を私人に委託したときは、地方自治法

施行令第 158 条第 2 項により告示するものと

規定されているが、平成 30 年 4 月の委託開始

時から告示していない状況が見受けられた。今

後においては、法令等に基づいた適正な事務処

理に努められたい。 

 

２）交流ホール等使用料 

・交流ホール等使用料徴収を私人に委託する

場合の告示について 

松山城観光交流ホール等の使用料は、松山市

城山公園及び公園内施設（松山城天守閣・城山

索道施設・松山城二之丸史跡庭園）等指定管理

者管理業務仕様書で、使用料等の徴収が委託業

務内容として定められている。歳入の徴収事務

１ 収入事務について 

（１）観光総務使用料 

１）二之丸史跡庭園使用料 

・二之丸史跡庭園使用料徴収を私人に委託す

る場合の告示について 

 二之丸史跡庭園使用料徴収を私人に委託す

る場合の告示については、直ちに処理を行い、

令和 4 年 12 月 14 日付で告示を行った。 

 今後は、関係法令等に基づいた適正な事務処

理に努める。 
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を私人に委託したときは、地方自治法施行令第

158 条第 2 項により告示するものと規定され

ているが、平成 30 年 4 月の委託開始時から告

示していない状況が見受けられた。今後におい

ては、法令等に基づいた適正な事務処理に努め

られたい。 

 

（４）旅客運輸使用料 

・旅客運輸使用料徴収を私人に委託する場合

の告示について 

ロープウェイ及びリフトの使用料は、松山市

城山公園及び公園内施設（松山城天守閣・城山

索道施設・松山城二之丸史跡庭園）等指定管理

者管理業務仕様書で、使用料等の徴収が委託業

務内容として定められている。歳入の徴収事務

を私人に委託したときは、地方自治法施行令第

158 条第 2 項により告示するものと規定され

ているが、平成 30 年 4 月の委託開始時から告

示していない状況が見受けられた。今後におい

ては、法令等に基づいた適正な事務処理に努め

られたい。 

 

 

（５）城閣観覧手数料 

・城閣観覧手数料徴収を私人に委託する場合

の告示について 

松山城天守観覧料は、松山市城山公園及び公

園内施設（松山城天守閣・城山索道施設・松山

城二之丸史跡庭園）等指定管理者管理業務仕様

書で、使用料等の徴収が委託業務内容として定

められている。歳入の徴収事務を私人に委託し

たときは、地方自治法施行令第 158 条第 2 項

により告示するものと規定されているが、平成

30 年 4 月の委託開始時から告示していない状
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